
 

 

令和６年２月７日 
 

公募への質問に関する回答について 

宮古島市ふるさと納税運営管理委託業務に係る質問事項について、次のとおり回答します。 

 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

１ 

R6.2.5 業務仕様書 1ページ 4.(1)現在、導入しているポータルサイトは何

か。 

「ふるぽ」「ふるさとチョイス」「ANAのふるさと納税」 

「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「JALふるさと納税」 

の６サイトを導入しております。 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

２ 

R6.2.5 業務仕様書 2ページ 4.(3)③「返礼品提供事業者へ返礼品代金の精算

を行うこと」について、現在の返礼品提供事業

者への支払いサイクルはどのようになっている

か。 

原則、月 1 回、委託事業者から返礼品提供事業者へ

の支払いを行っています。 

その後、委託事業者から支払い額の報告を受け、市

から委託事業者へ同額を支払っています。 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

３ 

R6.2.5 業務仕様書 2ページ 4.(4)②寄付金受領証明書等の郵送に係る封筒

についても受託業者にてデザイン・印刷・準備

を行う必要があるか。 

必要な場合はその際にかかる費用については委

託料に含めて考える必要があるか。 

寄付金受領証明書等の郵送に係る封筒についても委

託事業者にてデザインや印刷などを行うことになり

ます。 

その経費についても本業務の委託料に含めるものと

して考えていただいて構いません。 

 

 

 



 

 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

４ 

R6.2.5 業務仕様書 4ページ 8.(1)①今回の前任からの引継ぎに関しては、画

像や商品ページを引き継ぐことが可能か。それ

とも全て削除された状態で再構築する必要があ

るか。 

前任の委託事業者に知的財産権等の権利がある部分

についてはそのまま活用することはできないものと

考えております。 

その他の詳細な引き継ぎ内容については、契約締結

後に市・今回選定される委託事業者・前任の委託事

業者の３者で協議をして進めることとなります。 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

５ 

R6.2.5 募集要項 1ページ 2(4)予算限度額は3年分の経費予算と認識でよ

いか？ 

様式5は三年分を試算する記入でよいか？ 

予算限度額 1,533,173,400 円は３年分の予算という

認識で問題ありません。 

様式５についても３年分の金額を記入してくださ

い。 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

６ 
R6.2.5 募集要項 4ページ 5.(2)④(イ)注4 

現在使用している一括管理システムは何か。 

現在は「ふるぽ」を活用しています。 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

７ 

R6.2.5  市としての寄付金額の目標値設定があるか。 

ある場合はいくらか。 

寄附金額について目標設定はしておりませんが、３

年 間 の 寄 附 額 と し て 3,667,875,000 円

（1,222,625,000円×３年）を見込んでいます。 

 

 



 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

８ 

R6.2.6 募集要項１ページ目 

応募要項： 

なお、共同企業体を組織

し応募することは不可と 

する。 

共同企業体ではなく、応募は１社単独ですが、

連携企業との連携を行い業務を行うことは宜し

いでしょうか。 

仕様書の３ページに記載しているとおり、原則、単

独の事業者で実施し、単独での対応が困難であり、

かつ他の事業者へ委託して実施することが効果的な

場合において、再委託について市と協議することと

なります。 

 

番号 受付日 
募集要項または仕様書の 

該当箇所 
質問内容 回答 

９ 

R6.2.6 募集要項２ページ目 

応募要項： 

（１）宮古島市内に主たる

事業所を有すること。 

現在は当市内に事業所を有していないが、受託

後に当市内に事業所を開設致します。こちらで

も問題ないでしょうか。 

応募資格として記載している要件は、「応募時点」で

満たしている必要があります。 

そのため、受託後に事業所を開設することは応募資

格に適していないこととなります。 

 


